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入  札  公  告 

   

   

  次のとおり一般競争入札に付します。 

   

令和８年１月３0 日 

                                                   

支出負担行為担当官 

近畿農政局長 志知 雄一 

                                                              

１ 一般競争入札に付す事項 

（１）件        名 令和８年度文房具購入（単価契約）（電子入札・電子契約方式対象案件） 

（２）購入物品の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 

（３）納  入  期 限 入札説明書及び仕様書による。 

（４）納   入   場  所 近畿農政局ほか１４か所 

  

２ 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当

しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同

意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」において、「Ａ」、「Ｂ」、

「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付されている、近畿地域の競争参加有資格者であること。 

（４）公告の日から８の入札執行の日までの間において、近畿農政局長から、近畿農政局の物品の製造契 

約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領（平成２６年１０月８日付け２６近総第４４ 

９号）に基づく指名停止を受けていないこと。 

（５）暴力団排除に関する誓約事項（近畿農政局競争契約入札心得（昭和５９年３月２９日付け５８近総 

第５２８号（経）制定）様式第７号）について入札前に確認し、入札書の提出をもってこれに同意する

者であること。 

（６）電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。 

 

３ 電子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用 

（１） 本件は、入札及び契約手続きにかかる書類の接受を原則として電子調達システムで行う対象案件 

である。なお、電子入札により難い場合は、事前に発注者宛に紙入札による申出書を提出すること。    

    また、落札者が紙媒体による契約手続きを希望する場合には、紙契約方式による申出書を提出す 

ること。  

（２） システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札・紙契約に移行する 

ことがある。  
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電子調達システムＵＲＬ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101 

 

４ 入札方法 

入札金額は、予定数量に単価を乗じて算出した金額（入札書別紙）の総額（総価）とすること。な

お、落札決定に当たっては、入札書に記載された入札金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に 

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額（消費税及び地方消費税

を除いた金額）を入札書に記載すること。 

 

５ 契約条項を示す場所及び入札説明書の取得方法 

（１）担当部局 

①〒６０２－８０５４ 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町  

近畿農政局会計課 平島 義基 

電話 ０７５－４１４－９０４６ 

（２）入札説明書の交付期間、場所及び方法  

入札説明書等は近畿農政局ホームページ及び電子調達システムにより交付する。ただし、紙による

交付を希望する場合は、以下の期間及び場所にて交付する。 

ア 交付期間  

令和８年１月３０日から令和８年３月９日まで（土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を

除く）の午前８時３０分から午後５時００分まで 

イ 交付場所  

上記５（１）①、電子調達システム（ＧＥＰＳ）上及び次の場所にて無料で交付する。（土曜日、

日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く） 

   ①〒５２０－００４４ 滋賀県大津市京町３－１－１ 大津びわ湖合同庁舎  

近畿農政局滋賀県拠点 古谷 電話 ０７７－５２２－４２６１ 

②〒５４０－０００８ 大阪府大阪市中央区大手前１－５－４４ 大阪合同庁舎１号館６階  

近畿農政局大阪府拠点 林  電話 ０６－６９４１－９０６２ 

     ③〒６５０－００２４ 兵庫県神戸市中央区海岸通２９ 神戸地方合同庁舎４階  

近畿農政局兵庫県拠点 神井 電話 ０７８－３３１－９９４１ 

  ④〒６３０－８１１３ 奈良県奈良市法蓮町３８７ 奈良第３地方合同庁舎  

近畿農政局奈良県拠点 井上 電話 ０７４２－３２－１８７０ 

     ⑤〒６４０－８１４３ 和歌山県和歌山市二番丁３ 和歌山地方合同庁舎  

近畿農政局和歌山県拠点 山口 電話 ０７３－４３６－３８３１ 

     ⑥〒６１２－０８５５ 京都府京都市伏見区桃山町永井久太郎５６ 

   近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所 庶務課 恒藤  

   電話 ０７５－６０２－１３１３ 

     ⑦〒６７３－０５１５ 兵庫県三木市志染町三津田１５２５ 

   近畿農政局加古川水系広域農業水利施設総合管理所 経理係 岩井   

電話 ０７９４－８７－３３２１ 
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     ⑧〒６３８－０８２１ 奈良県吉野郡大淀町下渕３８８－１ 

   近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所 経理第１係 馬場 

   電話 ０７４７－５２－２７９１ 

    ⑨〒６１２－０８４７ 京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町官有地 

 近畿農政局土地改良技術事務所 経理係 竿本  

   電話 ０７５－６４１－６３９１ 

    ⑩〒６７３－１４３１ 兵庫県加東市社４９０番地６６ 

  近畿農政局東条川二期農業水利事業所 経理係 久保田 

電話 ０７９５－４２－０６００ 

   ⑪〒５２７－００２３  滋賀県東近江市八日市緑町１１－２４    

   近畿農政局東近江農地整備事業所庶務課  真部      

   電話０７４８－３６－３９８０  

   ⑫〒６２１－０８０５ 京都府亀岡市安町野々神３１－５ 

  近畿農政局亀岡中部農地整備事業所 経理係 松村  

  電話 ０７７１－２９－０２６０ 

    ⑬〒６４０－０４１３ 和歌山県紀の川市貴志川町神戸３２７－１ 

  近畿農政局和歌山平野農地防災事業所 経理係 立野 

  電話 ０７３６－６５－３３６０ 

⑭〒６５０－００２４ 兵庫県神戸市中央区海岸通２９番地 神戸地方合同庁舎２階 

瀬戸内海漁業調整事務所 経理係 松井  

電話 ０７８－３９２－２２８１ 

ウ その他  

交付資料は、紙媒体（無料）による配布とする。 

（３）契約条項を示す場所及び期間 

上記（２）に順じる  

（４）入札説明会の日時及び場所 

実施しない。 

 

６ 競争参加資格確認のための提出資料、場所、期限及び方法 

（１）提出資料 令和７・８・９年度資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写 １部 

（２）提出期限 令和８年３月９日 午後５時００分 

（３）提出方法 電子調達システムによる。 

        なお、同システムによりがたい場合は提出期限までに上記５(１)①まで提出すること。 

 

７ 入札書の受領期限及び提出場所 

（１）受領期限 令和８年３月９日 午後５時００分  

（２）提出場所 電子調達システムにて送信。ただし、紙入札による場合は、開札当日に持参又は、入札書

受領期限までに次の場所に持参又は郵送（書留郵便にて必着のこと）すること。 
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   〒６０２－８０５４ 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 

   近畿農政局会計課審査係 中本 宣子 

電話 ０７５－３６６－２４４１ 

 

８ 入札、開札の日時及び場所  

（１） 開札日時 令和８年３月１０日  午前１０時００分 入札後直ちに開札  

（２） 場   所   近畿農政局入札室（地階） 

 

９ その他 

（１） 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨   

日本語及び日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金   

免除 

（３） 入札の無効   

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効と 

する。 

（４） 契約書作成の要否   

要 

（５）契約締結日について 

契約締結日は、令和８年度予算成立日以降とする。（令和７年度中には契約締結しない。） 

（６）本公告に記載なき事項は、入札説明書による。 

   

以上公告する。 

 

お 知 ら せ 

 

１  農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程

（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から

不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策

を実施しています。 詳しくは、当省のホームページ  

（https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf）をご覧下さい。

２  農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について（令和２年７月 17 日閣議

決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでい

ます。  

３  農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。  

詳 し く は 調 達 ポ ー タ ル ホ ー ム ペ ー ジ  （ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-

biz/resources/app/html/beginner.html） をご覧下さい。 


